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令和６年度第１回習志野市市民協働こども発達支援推進協議会 議事録 

 

１． 開催日時 令和６年７月１１日（木） 午後２時００分～４時００分 

 

２． 開催場所 サンロード津田沼６階 大会議室 

 

３． 出席者 

 【会  長】 千葉大学 教育学部 准教授  真鍋 健 

 【副会長】 植草学園短期大学 子ども未来学科 准教授  田村 光子 

 【委  員】 習志野ダウン症児者親の会 あひるの会 会長 小林 紳一 

NPO法人 習志野市手をつなぐ育成会 監事  濱田 啓子 

津田沼北部連合町会 会長 鷲見 髙志 

習志野市立大久保小学校 元校長 

習志野市立谷津南小学校 教育相談員  早山 美生 

千葉県立習志野特別支援学校 校長  川嵜 洋子 

習志野市自閉症協会 副会長  早川 早苗 

NPO法人 じょいんと 理事長  松井 秀明 

障がい福祉課 課長  北田 順一 

こども政策課 課長  奥山 昭子 

こども保育課 課長  志摩 豊 

ひまわり発達相談センター 所長  内村 幸輔 

総合教育センター 所長 江住 敏也 代理 指導主事 矢野 友香里 

           （欠席 ５名） 

 【事務局等】  
こども部 部長 佐々木 博文、次長 相澤 慶一 

          ひまわり発達相談センター 主任指導員 橋詰 信一郎、主査 清田 直子 

                               主査補 田中 真由美、主任技師 竹内 渉  

                              主任主事 深澤 佑子、主事補 山岡 恒佑 

                                      三木 のりこ 

発達支援サポートネットワーク会議会長 こども部主査 布施 恵子 

発達支援サポートネットワーク会議副会長 学校教育部指導課 指導主事 関  陽介 

 

４． 議題 

   次第参照 

 

５．会議資料  

資料１  習志野市市民協働こども発達支援推進協議会 設置要綱 

資料２  習志野市市民協働こども発達支援推進協議会 体系図 

資料３  令和６年度習志野市市民協働こども発達支援推進協議会 委員名簿 

資料４  令和６年度第１回 習志野市発達支援サポートネットワーク会議 議事記録 

資料５  令和５年度習志野市子ども・子育て支援事業計画 実績表 

資料６  ひまわり職員のひとりごと 【第３話】 
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資料７  習志野市子ども発達支援施策の取り組みについて 

資料８  発達支援施策推進に向けた中期計画（案） 

資料９  発達に支援が必要な子どもへの理解を深めていくための取り組み状況 

       （関係機関別） 

資料１０ 発達に支援が必要な子どもへの理解を深めていくための取り組み状況 

       （項目別） 

資料１１ 習志野市子ども発達支援施策一覧表（案） 

資料１２ 公開講座チラシ 

資料１３ 令和６年度会議開催日 

 

６．議事内容 

（１） 会議の公開 

  会議は原則公開だが、内容により公開・非公開の判断が必要となった際は、その

都度諮ることが決定される。 

 

（２） 会議録の作成等 

 会議録は要点筆記とし、会議名、開催日時、開催場所、出席者氏名、審議事項、

会議内容、発言委員名および所管課名を記載したうえで、非公開の審議事項を除

く記録について、市ホームページ及び市役所グランドフロアの情報公開コーナーに

おいて、公開することが決定される。 

 

（３） 会議録署名委員の指名 

 真鍋 健 会長より、鷲見 髙志 委員、早山 美生 委員が指名される。 

 

 

（４） 協議 

 【事務局（ひまわり発達相談センター主任指導員）橋詰 信一郎】 

本日の協議内容は大きく分けて二つある。１点目は、今年度の方向性と今後の取

り組みについて。２点目は、下部組織のサポートネットワーク会議で協議された内容

について、それぞれ協議を行う。配布資料の説明を行う。 

資料 1は、習志野市市民協働こども発達支援推進協議会の設置要綱である。 

本協議会は、平成２５年度にひまわり発達相談センターの利用者、市民、関係者、市

の関係部署の職員等のメンバーで構成されている。協議会の目標は、ソーシャルイン

クルージョンの実現であり、自助・共助・協働の視点に基づいた問題解決、目標達成

を図る目的で設置した。委員は１８名で構成され、任期は２年である。今年度は任期

の２年目となっている。ソーシャルインクルージョンとは、社会的に弱い立場にある者

の意思と権利を尊重し、社会の構成員として、互いに支え合うという理念である。ソー

シャルインクルージョンの理念に基づく市の発達支援施策を推進するため、習志野市

市民協働こども発達支援推進協議会を設置している。ソーシャルインクルージョンと

同等の意味で使われるものに共生社会という言葉があるが、本協議会は共生社会の

実現を目指しているということになる。所掌事務は、（１）子ども・子育て支援事業計画

に基づく発達支援施策の推進に関すること（２）関係する他の組織との連携に関する
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こと（３）習志野市ひまわり発達相談センターの評価に関することとなっている。 

子ども・子育て支援事業計画については、資料２で説明をする。資料２は体系図で

あり、子ども・子育て支援事業計画及び子ども子育て会議や、本協議会も含めた発達

支援に関する会議との相関関係が示されている。発達支援施策の推進は、本協議会、

発達支援サポートネットワーク会議を中心として、行政だけでなく、当事者でもある市

民とともに行っていく市民協働という形で協議を進めてきた。また、平成２９年度には、

障がいや発達に心配のある子どもを含めた、全ての子どもをこども部で受けとめてい

くという考えを基にした機構改革があり、ひまわり発達相談センターは健康福祉部か

らこども部に移管された。障がいのある子どもは障がい児施策で対応し、障がいのな

い子どもは一般の子ども子育て支援の施策で対応するというような体系ではなく、す

べての子どもと子育て家庭を子ども子育て支援施策で対応していくという方針である。

その上で、障がいに特化した支援が必要な場合には、障がい児の施策で対応すると

いうような重層的な体系として機能していくことが可能となった。ソーシャルインクルー

ジョンの理念、発達支援施策を推進していくためには、発達支援施策をすべての市民

が関係ある施策として共通認識できる基盤が必要であると考える。それを実現する計

画が子ども・子育て支援事業計画である。令和元年には、子ども・子育て支援事業計

画の第２期策定作業が行われた。ソーシャルインクルージョンの理念や発達支援の

内容もさらに取り入れて現在に至っている。今回、令和５年度の習志野市子ども・子

育て支援事業計画の実績表を参考資料として配布をしている。子ども・子育て支援事

業計画が、ソーシャルインクルージョンの理念に基づいているという共通認識を持っ

た上で協議会を進めていきたいと考える。資料２の説明は以上となる。 

続いて、資料７は「習志野市子ども発達支援施策の取り組みに今年度の取り組み

および今後の取り組みについて」記載したものとなる。はじめに、国や本市のこれまで

の発達支援施策の動向について簡単に伝える。平成１７年に施行された発達障害者

支援法に発達障がいが定義され、法律においても発達障がい児が福祉サービスの

対象になることが明記された。本市の発達支援施策の取り組みは、本協議会を中心

として協議を進めてきた。その後、平成２８年に発達障がい者の支援を一層充実させ

るために発達障害者支援法が改正され、３つのポイントが新たに示されている。１点

目は、個々の特性に配慮したライフステージに通じた切れ目のない支援の充実。２点

目は、家族を含めたきめ細やかな支援。３点目は、身近な地域における支援体制の

構築である。本市としては、成長発達に不安や心配のある子どもとその家族が身近

なところで切れ目のない支援が受けられるように、地域の特性を踏まえた支援体制の

強化が必要と考えている。 

続いて、これまでの取り組みについて説明をする。これまで本協議会及び発達支

援サポートネットワーク会議では、様々な発達支援施策について協議を進めてきた。

近年は主に２点の議題について重点的に協議を重ねてきた。１点目は障がい理解を

深めていくための取り組みである。この取り組みが始まったきっかけは、平成２７年と

平成３０年に行われた発達支援施策の質的向上をねらいとした調査である。調査結

果では、保護者の中では発達障がいは差別や偏見が未だに持たれているという認識

が高く、保護者と支援者の間に意識の差があることが分かった。また、必要な情報が

届いていないという結果も示されたため、まずは情報発信の取り組みを進めてくことと

なった。現在も、市のホームページで「子どもの育ちあるある情報」など、啓発活動を
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続けている。「ひまわり職員のひとりごと」などの情報発信の取り組みは、このような

経緯からできたものである。また、きらっといっぽの会の結成もこのような背景から結

成され、令和５年度に習志野市市民参加型補助金、補助対象事業として様々な取り

組みを実施した。 

２点目は、「ライフサポートファイル」である。「ライフサポートファイル」は、令和２年

度から運用を開始している。本協議会においても、周知活動や内容改善等の取り組

みを実施してきた。昨年度の協議会では、保護者や支援者など様々な立場から意見

をいただいた。その中で、各年齢に応じた活用を進めていく必要があるという意見を

受けて、習志野市障がい者地域共生協議会、通称“ならとも”の児童部会にて「ライフ

サポートファイル作ろう会」を令和６年２月に開催した。このような障がいの理解の啓

発及び「ライフサポートファイル」の取り組みについては、引き続きの検討事項となる

が、今後はそれらの取り組みを支える活動にも目を向けていく必要がある。 

そのような状況を踏まえ、今年度の取り組みについて説明をする。近年、子どもを

取り巻く環境は深刻さを増し、コロナ禍などの激しい環境変化の中で、貧困や虐待、

孤立などの様々な社会問題が深刻化している。このような目まぐるしい変化の中で、

本市が担ってきた発達支援施策についても、基本に立ち返ることが必要であるという

結論に至った。今までの経過も踏まえ、令和６年度は今後の有効な発達支援施策作

りに向けた作業が必要と考えている。まずは現状把握を行い、現在の発達支援施策

を洗い出し、視覚化したい。 

具体的には、資料１１の習志野市発達支援施策一覧表の作成を行う予定である。

これは、各課およびその他の機関との連携などが書かれているものであるが、事務

局で案として作成したものであり、まだ完全なものではない。この表は現在実施してい

る事業や取り組み、機関同士の関係性などを整理するためのものと捉えている。こち

らの一覧表を見て、できていることは何か、何が足りないのか、また、何に力を入れる

べきなのかなどを共通理解していきたいと考えている。この一覧表については、次回

のサポートネットワーク会議で協議を進めるために利用する予定である。庁内の発達

支援体制や事業内容を確認することで、庁内の連携体制構築を目指していきたい。

そして、本協議会の委員や市民委員の意見を取り入れ、今後何ができるかについて

検討したい。資料１１の説明は以上である。 

資料８について説明する。これは、令和６年度から令和８年度までの３年間の中期

計画を示したものである。本協議会の目標であるソーシャルインクルージョン推進体

制の構築を目指し、発達支援施策の協議を効果的に進めるために作成したものであ

る。令和６年度はまず現状把握を行いたい。その一環として、すでに発達支援サポー

トネットワーク会議にて、各課の取り組み情報状況調査を実施し、５月の第１回会議

にて、調査を踏まえて協議を行っている。令和６年度は、各課の取り組み状況調査を

行い、発達支援施策の一覧表の作成を行っていく。 

次に令和７年度は、作成した一覧表をもとに協議を実施、課題を抽出する。課題 

を解決するための方針や目標を設定し、取り組むべき内容を確認していきたい。 

３年目の令和８年度以降は、具体的に取り組むべき分野や充実を必要とする課題 

に対して協議を行い、施策の提案や推進につなげていき、その後の事業実施後の効

果についても把握していきたいと思っている。新たに取り組むべき課題などがあれば、

適宜着手する。 
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今回、３カ年計画と位置付けたが、現状把握等を行い、課題抽出ができた時点で、

順次、課題に着手するので、この計画よりもペースを速めていくことも考えられる。  

  本日協議する内容の大きな１点目として、今年度の方向性、今後の取り組みに対

して、皆様からご意見を伺いたい。 

 

【真鍋 健 会長】 

特に障がい理解を深めていくための取り組みと「ライフサポートファイル」の

取り組みでこの２､３年皆様と協議を続けてきた。 

保護者の方も新しい世代に変わってきた。またコロナ明けでもある。さらに習

志野市の子どもに関する計画も、次年度から新しいものに変わるため、現状を把

握し、どのようなことを進めていけばいいのか。３カ年でこのような計画を進め

ていきたいと事務局から提案があった。まずはこの方向性について、特に市民の

皆様からご意見をいただきたい。細かい施策等については、サポートネットワー

ク会議で様々と揉んでおり、それと重複する部分もある。市民の方の視点という

ところから３カ年で進めていきたいということについて、どのように思われる

のか、さらにそれを進めるにあたりどのようなことが必要であるか、ご指摘やご

意見をいただきたい。 

 

【（こども政策課 課長） 奥山 昭子 委員】 

先ほどの資料７の説明で、子ども発達支援施策の取り組みについては、子ども・子

育て支援事業計画に基づき実施していくという説明があった。新たな取り組みとして、

子ども発達支援施策一覧表の作成を行うということ、中期計画の３年間で現状把握、

課題抽出、施策の提案・推進が示されている。子ども・子育て支援事業計画の中で、

具体的に載っている事業として、「発達支援施策の充実」などがある。そちらについて

は ひまわり発達相談センター、障がい福祉課などの関係機関が入っており、「ライ

フサポートファイル」の周知、活用の推進を行うことや支援施策に取り組むとと

もに巡回相談、研修の機会等を活用し、関係機関との一層の連携強化を図るとい

う内容になっている。子ども・子育て支援事業計画については、来年度は、現在

の子ども・子育て支援事業計画にさらに、若者支援などを加えた「こども計画」とす

る予定である。現在、次期計画の策定作業中であり、こども基本法に基づく「（仮称）こ

ども計画」においても発達支援施策は引き続き含まれる。今回、提案いただいた計画

案は、次期計画と整合性がとれた形で作成をお願いしたい。 

 

【（障がい福祉課 課長） 北田 順一 委員】 

奥山委員から、「(仮称）こども計画」の話があり、整合性を持って、計画を立てるこ

とが必要だという意見があった。この３カ年計画を見ると、一番下にソーシャルインク

ルージョンという言葉が載っている。子ども・子育て支援事業計画はソーシャルインク

ルージョンの推進というところが大きな目標になっているがその理念が、３カ年計画を

作る際にも継続的に含まれてくるのかを確認できればと思う。 

 

 



6 

 

【（こども政策課 課長）奥山 昭子 委員】 

「(仮称）こども計画」は、子ども・子育て支援事業計画に、さらに対象者を広げた計

画として位置付けている。現在の子ども・子育て支援事業計画の中に入っている施策

は、次期計画においても引き継がれると認識している。 
 

【田村 光子 副会長】 

資料１１の習志野市子ども発達支援施策一覧表をみると、習志野市や国の様々な

施策に基づいた様々な事業が展開されていることがわかる。 

委員の皆様は、実際にお子様が障がいを持っており、このような事業を利用されて

いたり、事業所や学校の現場、地域で事業に関わっていたりするので、理解出来る。 

実際現場の中で当事者や子育てをしている保護者の皆様がこれを見て、自分自身

がどこに当てはまるのか当事者はわかりにくい。委員の皆様は、現場にいる方や当

事者の皆様であるので、これを見て、合致する事業があれば、実施して当事者に届く

ような表にして欲しいというご要望やご意見をいただけると、サポートネットワーク会

議や市民に届くのではないか。当事者、実際に支援をしている立場から、一覧表の修

正や欠けている部分をご指摘いただき、一覧表の活用ができるか否か等、ご意見ご

提案をいただきたい。 

 

【真鍋 健 会長】 

例えば「ライフサポートファイル」について昨年度、一昨年度も協議をしてきたが、

保育園、幼稚園から小学校への連携は一貫した支援の継続が望まれる。当事者とし

ての立場であれば我が子が次のステージにどのように進むのか、自治体が様々な説

明会を開催するなど、色々なツールを作っている。就学後も学校教育の中で指導計

画を確認しており、様々なことに繋がっており、この一覧表に収まらないことが数多く

あるので、１つ１つ気付いたことをご指摘していただきたい。 

 

【早山 美生 委員】 

昨年度までは、市の不登校児童生徒の小中学校の子どもたちを対象とする、適応

指導教室「フレンドあいあい」にいた。今年度からは、学校現場や谷津南小学校の教

育相談員として、いじめなど様々な心の病気を抱えた方の相談を受けている。教室に

来るお子さんは、不登校や学校の教室に馴染めない、学校に登校することは難しい

が、教育相談室なら来ることができるお子さんを対象にしている。 

この施策一覧表を見ると、保育所、こども園、幼稚園のときや就学後も中学校でも、

実施している内容がわかり、一般の方が見ても参考になる。行政の職員は、担当す

る事業が変わることもあるので、詳しい支援事業計画を把握していなくても一覧表を

見て、このような事業があるということがわかり非常に良い。しかし、以前、ひまわり発

達相談センターで就学後の相談も担っていたが、現在は総合教育センターで担うよう

になったこともあり、就学前と就学後の縦の実線が分断されているような印象を受け

る。 

 

【小林 紳一 委員】 

資料１１の子ども発達支援施策の一覧表だが、様々な機関が連携体制をとってい
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る。理想としては、一人一人の子どもに対して、保育所、こども園、幼稚園など子ども

が成長していく上で、習志野市内の複数の専門家、専門機関の方からの支援や助言

を受け、子どもが成長していくと思っている。大切なのは連携である。１人ずつ各方面

からの支援を受けながらお子さんが育っていくが、共通点は、支援に関わっている専

門家同士の機関の中で密に連絡をとり、連携を取りやすく、常にその子の課題を、周

りの専門家が情報共有していることが、本来の地域での連携になる。一覧表に連携と

いう言葉が書いてあるのは非常に頼もしいが、その連携というのがスムーズなのか

否か、まめに連携が取れているのか否かも含め検討し、子どもの特徴に合わせ、支

援の仕方を少しずつ変える必要もある。保護者も１人の支援者として、連携に加わり

多くの機関がバックアップしてくれている体制は、非常に頼もしく、より良い発達支援

施策になっていくのではないか。 

 

【真鍋 健 会長】 

非常に重要なご意見である。全体で子どもたちの成長を見守っていくことができて

いるかといった点では、連携があるかないかということではなく、連携の質的なところ

も適切に現状把握しなければならない。 

 

【川嵜 洋子 委員】 

習志野特別支援学校は幼児期の子どもを児童期へ引き継ぎ、個別の教育支援計

画をもとにしながら各機関との連携を図り、学校内でも計画に基づいた教育を行って

いくという役割となっている。子ども達の指導支援に当たっては、学校だけではなく、

各関係機関、家庭も含めた中での連携、情報共有が非常に大事である。なければ、

教育が充実できないことは非常に実感している。 

子ども達は様々な機関から支援を受けている。一覧表があることにより、当事者の

方々がどのような形で支援をしてくれるのかというのが分かりやすくなる。具体的に、

幾つかの課や機関は、何に対して、どのように支援するのか。それぞれの機関はど

のような形で連携をしているのか。連携という言葉は簡単だが、連携は非常に難しく、

誰が音頭をとりながら、どのように情報共有をして継続していくかを決めなければ連

携にはならない。会議で「連携します。」という言葉をよく使うが、実施が非常に難しい。

これは学校現場としての実感である。一覧表には具体的に、簡単に記載していただ

けるとありがたい。子どもを直接指導する機関は学校だけではない。子どもたちは家

庭という大きなバックグラウンドを持っており、影響を非常に受けている。今ヤングケ

アラー等の問題もあるが、障がいのある子どもでも、ヤングケアラーの問題に関わっ

ているようなケースもある。また、ネグレクトや子どもの教育の保障に関しては、通常

の学校に通っている子どもに比べ家庭の問題によって多大な影響を受ける。したがっ

て、資料７の始めにもあるように、「家族なども含め、きめ細やかな支援の実施」という

部分は、各課の取り組みが連携しなければ進まないと実感する。具体的な支援の内

容の記載があると良い。 

次に、ツールの問題としては、「ライフサポートファイル」、「乳幼児個別支援計画」と

「個別の教育支援計画」がある。「個別の教育支援計画」というのは、１人の子どもに

関して、それぞれの機関がどのような形で支援をしているのかが分かり、継続して引

き継いでいくというものとなっているため、１つのツールとなっている。記載の仕方も非
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常に重要だが、うまく活用されてないため、「ライフサポートファイル」と「個別の教育

支援計画」は、ツールとしての活用であるということを、わかるような形の記載のほう

が良い。そうすれば、「ライフサポートファイル」の活用の推進にも繋がっていく。 

 

【真鍋 健 会長】 

「ライフサポートファイル」については本会議においてその扱いについて協議してき

た。１歩引いた方が、改めて活用についてもうまく進んでいくのではないか。 

 

【早川 早苗 委員】 

私は外部機関との連携の中のいくつかの項目に関わっている。１つ１つの事業が、

親や周りの方達にどのようなことをしているのか分かりにくいということと、外部機関と

の連携がうまくいくのか疑問である。それぞれが非常に良い事業としてやっているが、

今の時点ではうまく連携しながら事業が行われている気がしない。これを親の支援に

対してもっと上手に使えると良いが、本当に普段使っていない方が分かるのかという

疑問がある。もっと分かりやすい説明の仕方があっても良い。この事業とこの事業は

どのようなことで繋がり、親や子どものためにどのようなサポートが使われるのかとい

うことも理解して然るべきではないか。また、これだけの事業が子どもたちをサポート

してくれるというのは大変心強いが、例えば、相談支援事業所はこれだけあるが、ど

の機関に行けば一番良いのか、基幹相談センター「りん」は相談支援事業所と、どの

ような関係になっているのか、最初から「りん」に行った方がいいのか、それとも他の

事業所に相談に行った方がいいのかなど、非常にわかりにくいので、親が一目でわ

かる親切な書き方があって良いのではないか。 

 

【鷲見 髙志 委員】 

外部機関との連携の中で、連合町会や町内会はどこに入るのか。「関係機関等」

の中に入るのか。連携が必要だ、大切だと言われ行政然り色々な協議会と絡んでい

るが、町内会との絡みがあまり見えてない。 

また、「加配職員配置」というのはどのようなものなのか説明をしていただきたい。 

 

【（こども保育課 課長）志摩 豊 委員】 

幼稚園、保育所では、幼児の人数に対して、保育士の人数が国で定められている。

その中で、発達に課題や障がいがあり、保育士の支援が必要な子どもがいる場合、

市は子どもの状況を見て、必要に応じて加配職員として必要な人数の保育士をクラス

に配置している。 

 

【鷲見 髙志 委員】 

通常学級以外のことを指しているのか。 

 

【（こども保育課 課長）志摩 豊 委員】 

市は、ソーシャルインクルージョンの考えにより、公立私立も含め支援が必要な子

どももクラスの中で受け入れている。その中で、支援職員が必要な場合、調査を行い、

必要に応じて加配職員を配置している。 



9 

 

【鷲見 髙志 委員】 

予算的な措置はされているのか。 

 

【（こども保育課長）志摩 豊 委員】 

公立の加配職員については、職員給与として、会計年度任用職員という臨時職員

や正規職員の手配をしている。私立については、加配職員の配置に対して補助金で

その部分の財政的な支援をしている。 

 

【（総合教育センター 指導主事） 矢野 友香里】 

こども園、幼稚園、保育所の加配職員配置と同じように、小中学校にも加配職員の

配置がある。特別支援学級の支援員という立場の者と学校支援員がおり、通常学級

の中でも支援が必要なところに配置されている。そのような方々が加配職員となって

いる。 

 

【真鍋 健 会長】 

鷲見委員からは加配職員の位置付け、また冒頭には町内会がどのように位置づく

のかという確認があった。子ども・保護者が生活している舞台は、もはや関係機関と

いうか生活そのものである。どのように位置づけるかは非常に重要である。 
 

【濱田 啓子 委員】 

先の話になるが、一覧表を作って、何が足りないかを確認し、どのような支援をして

いけば良いかということを推進していくという話だが、実際施策を作って支援をし、定

期的に私たちのような当事者が、その施策に対してのチェック体制が入ると良い。 
 

【真鍋 健 会長】 

計画策定にあたっては、評価は欠かせないため、非常に重要な視点である。今ま

でのところで様々な指摘をいただいているが、事務局で回答できるところは可能な範

囲でまとめていただきたい。 
 

【松井 秀明 委員】 

資料８で、令和６年度中に発達支援施策一覧表を作成し、令和７年度に協議を実

施とあるが、課題を抽出し事務局で把握・協議し取り組んでいくというイメージでよい

か。 
 

【(ひまわり発達相談センター 主任指導員) 橋詰 信一郎】 

案については、皆様から様々なご指摘を受け、できていない部分が目立っているが、

ご指摘も含め、一覧表をもとに連携体制や何ができているかできていないかを確認す

るために使用する。サポートネットワーク会議で検討し、課題が出たらどのようなこと

ができるのか連携を強化し、できることから少しずつ進めていく。令和６年はまず、こ

の一覧表を作るというところから始めていきたい。 

次回のサポートネットワーク会議で、今年度は終了となる。今年度ですべての話を

まとめられないため、来年度も引き続き一覧表をもとに協議を実施していく。内容を協
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議会でも報告し、２つの会議が繋がるような形でご意見をいただきながら進めていく。 

 

【松井 秀明 委員】 

会議では、具体的な内容よりもこうした社会資源があるというような具体的な内容

ではないということか。課題がサポートネットワーク会議で出た意見を吸い上げたもの

を報告していただき、協議会でも揉んで落としていくというイメージか。 

 

【(ひまわり発達相談センター 主任指導員) 橋詰 信一郎】 

お見込みのとおりである。 

 

【真鍋 健 会長】 

下部組織でのサポートネットワーク会議では、市関係部局に入ってもらい、色々と

揉んでいただいているが、「進んできている」「良い」「悪い」「もう少しやらなければなら

ない」という評価と市民の皆様の当事者としての立場というところでの進み具合は少

し違う部分もある。今回、市民側もそうしたチェックや確認ができ、協議ができた方が

良いのではないかということがこの中期計画に入っている。 

 

【(ひまわり発達相談センター所長) 内村 幸輔 委員】 

松井委員から話があったが、行政で様々な取り組みをしている。先ほどの子ども・

子育て支援事業計画の資料の中に、実際に事業をどう実施してきたか、それがどう

成果があったか、課題が何かを載せているが、上の組織の子ども子育て会議で、進

捗状況を議論している。今回、その発達支援施策も子ども・子育て支援事業計画の

中に掲載しているが、先ほど皆様方から意見のあった連携は、どこまでしっかりでき

ているのかはっきりと見える形にし、不足分を補わない限りは、当事者の皆様方には、

本当に良かったと思っていただけない。 

「ライフサポートファイル」と「個別支援計画」が繋がっていくツールというのは、形と

してはある。様式を統一し、実際に幼稚園・こども園の先生方が、学校と連携をし、安

心して就学できるように繋がりをもっているということも実際に行われている。そういっ

た繋がりというのが、目に見える形で表せていない。 

先ほど早山委員から、分断されているように見えるという意見があったが、実際に

は繋がっている。この辺りをもう少し深めていく。この一覧表の分かりにくさについて、

連携というところがわかるよう、これから吟味していかなければならない。わかりやす

さと情報量の多さを考えると、どこまで載せていけば良いのか。一目でわかるものと

様々な事業がどのように進められているのかという実態は、サポートネットワーク会

議で、各課の取り組み状況と実態も含めて共通理解を図り、作成したものを皆様方に

お示しし、わかりやすい形に作っていけると良い。またその連携については、考えて

いきたい。 

 

【真鍋 健 会長】 

公的な支援で、一覧表を出してはいただいたが、支援者側が公的な支援、当事者

のための支援で位置付けているものと、当事者側が子育てをしていく中で支援を受け

るものは、重なる部分もあれば違う部分もある。 
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例えば、家族のための個別支援計画を作るとき、真っ先にすることは１日の生活の

流れ（２４時間）の中で、把握していく。その家族が誰と繋がっているのか、それは公

的機関もあれば、普通の近所のおばちゃん、おじちゃんや自分の親戚、子どもの習い

事等様々なものが入る。公的な支援にも行き着くが、そうではなく、当たり前の日常が、

当たり前の普通の人、当たり前の近所の誰かが、その人の子育ての中で重要な位置

付けになることもある。公的な支援機関ではないが、子育てをしていく中ではすごく助

かるような場所、人、その地域の中に眠っている資源をどこまで巻き込んでいくのか、

実態把握していくのかといったところが気になる。民間で、様々なことをされていて、

実はこの地域にはこんな良い場所があるなど、その辺の掘り起こしはされるのか、な

されないのか気になる。事務局として、これを進めていくにあたり限りがあり、どういっ

たところまで進めていくことができるのか、議論いただきたい。 
 

【(ひまわり発達相談センター所長) 内村 幸輔 委員】 

鷲見委員からご指摘いただいた連合町会、地域との繋がりについて、お子さんに

関わっている過程が非常に大事である。所属しているこども園や幼稚園、小中学校と

いう、生活の場も大事である。地域は非常に大事であり、その辺りをどのように記載

できるか考えていく。 
 

【真鍋 健 会長】 

事務局から冒頭に今回議題としては２件あり、全体的な方向性についての意見を

伺いたいということが１つと、もう１つがサポートネットワーク会議の中で、実務的なと

ころとの関係だった。特に行政の壁、「ライフサポートファイル」の分断などしっかりと

意識していくためにも、この確認というのは欠かせないと認識されている方が多いと

理解した。 

 

【事務局 (ひまわり発達相談センター 主任指導員) 橋詰 信一郎】 

この一覧表を作成していく中でＡ４サイズでは収まらないという指摘があった。どこ

が何をしているのか、事業内容や支援内容の記載があったほうがいいという意見や

助言を踏まえ、修正をしていく。Ａ４サイズで収まらなければ、別の様式になるかもし

れない。そのようなことも含めて、事務局で取りまとめながら進めていく。 

次に５月に実施したサポートネットワーク会議で出された内容について報告する。

特に資料１０をもとに説明を行う。「発達支援が必要な子どもの理解を深めていくため

の各課の取り組み」の調査を実施、現状把握として、第１回のサポートネットワーク会

議で協議を行った。 

資料９は、関係機関別に記載し資料１０は項目別に記載をした。協議を効果的に進

めるために、項目ごとに分けた。啓発活動については、各課において、きらっといっぽ

の会が作成した「あたたかく見守ってください」のチラシの配布やポスターの掲示等や

ひまわり発達相談センターからは、ひまわり職員のひとりごとを広報に掲載している

などの報告があった。 

研修については、各課の職員を対象にした内部の研修と、外部の職員向けの研修、

保護者向けに実施している研修等がある。内部の研修は、支援者としての資質向上

を図る目的で実施し専門分野の力量、新しい知見を学んでいるというようなことがわ
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かった。 

こども保育課が実施している学級運営支援事業を活用して、支援を必要とする子

どもを含めた学級運営について助言を受けていることや、各部署で対応に悩んでい

る事例などを検討することで担当者が抱え込むことを回避し、問題や課題を拾い上げ

るセーフティネットのような役割を果たしていることがわかった。 

学校での取り組みとして、通常学級の担任向けに、特別支援教育関連の研修を実

施する。特別支援学級の先生と通常学級の先生が、合理的配慮について意見交換し、

配慮が必要な子どもたちのことを、通常学級の子どもたちにどのように伝えていくか

など連携を図りながら対応している。 

乳幼児個別支援計画の実績数について、ひまわり発達相談センターから、令和５ 

年度は約２００名が作成し、５歳児においては関係機関と連携を図って小学校に引き

継いでいるとの報告があった。 

「ライフサポートファイル」は、個別支援計画と関連付けて、案内をしているとの報告

が多数あり、改めて個別支援計画の書類を「ライフサポートファイル」に綴じて一体的

に活用していただくことが有効であることを確認した。 

人権教育について、日本において差別や平等な社会を築くというところが目的とな

っている。会議では、支援者による人権予防のためのセルフチェックを行い、確認し

合う場を設け、その中で支援者が意識せずに行ったことが実は人権に関わる内容と

気付き、今後どうすればよいのかを考え、支援の質を高めているという報告があった。 

人権については、すべての人に関係した問題であり、他者とのよりよい関係を作り、

一人一人の存在を大切にするという力を育む礎であると認識しており、重要な取り組

みである。 

このような取り組みは、検討を進め、次回のサポートネットワーク会議でも、先ほど

ご意見をいただいた一覧表と併せて、引き続き協議していく。 

 

【真鍋 健 会長】 

下部組織である発達支援サポートネットワーク会議での議事内容の報告があった。 

資料１０の４ページ目では、これから取り組もうとしていること、それぞれの場所で、課

題に対しての今後の取り組み内容が書かれていると推察した。このような内容も見て

いただきながら、ご意見をいただきたい。 

 

【早山 美生 委員】 

サポートネットワーク会議で、多くの関係各課が連携し、非常に具体的な取り組み

があることが、皆さんの発言で理解した。実際に動くのは、子どもたちに対応している

現場である。子どもに対応するため考察され、その中で行政が音頭を取り、様々な施

策を行っているので、充実させていただきたい。 

研修については、職員みずからが参加することに加え、加配教員、会計年度任用

職員、支援員、委託の児童会の職員も加わり、非常に理解が深まっており、その一例

を皆さんにご紹介したい。谷津南小学校の教育相談室は新設の教育相談室で、児童

会の隣に教室が作られている。初日に騒いでいた１年生のお子さんも先生方の対応

で２日目からは、大分落ち着いた。先生方が、個別に丁寧に説明や指導を行った結

果、日を追うごとに静かになった。研修の内容は生かされていると非常に感じた。研
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修の有効性というのは、特別支援に関わる先生方だけではなく、理解されることで、

地域の方々にも少しずつ広がっていっているので、非常に良い。 

次に、理解を求める取り組みについて、発達支援サポートネットワーク会議で話さ

れていることを伺うと、ポスターや市役所展望回廊のライトアップ、市政広報用テレビ

モニター、市民向けの広報等あらゆる方法で、各団体の協力がなされており、非常に

素晴らしい。子どもの時から共に生きる取り組みが、醸成され、肌で感じる理解がなさ

れる。昔の知的特別支援学級では、子どもたちが一緒に学ぶ姿が見え、自然に理解

されているお子さんたちが多かった。各市内各学校に自閉症情緒の学級ができてい

るので、理解がなされれば、いい取り組みになっていく。勤務している相談室（しおか

ぜルーム）での事例を紹介する。子ども達に理解を求めることによって学校の中でも、

理解が深まる事例がある。支援の必要な子だけではなく、理解を広げる活動を心が

けてやっていただけるとありがたい。 

 

【松井 秀明委員】 

１つ目は研修について。児童育成課でも話が出ていたが、福祉サービスの利用だ

と子どもたちを預かる時間が短い。放課後児童会の職員が高いスキルを持って対応

すれば、保護者も助かるので、この研修を続けていただきたい。 

２つ目は「ライフサポートファイル」について。私は、習志野市障がい者地域共生協

議会「ならとも」の代表で出席しているが、教育と福祉の連携がつまずいているという

印象がある。小林委員と共に会長・副会長として「ならとも」の児童部会の説明をする

予定だったが、分野が異なるので、説明が難しくなった。単独で「ライフサポートファイ

ル」の説明会を行ったが、参加者が非常に少なかった。教育分野の方とこの啓発を保

護者の集まりなどを利用して行えたなら、もっと広がるので連携を図りたい。 

 

【真鍋 健 会長】 

確認だが、就学説明会側は、定例で開催されているのか。 

  

【（発達支援サポートネットワーク会議副会長） 関 陽介】 

就学説明会は、年中向けに例年だと１回目を１月ごろに実施し、年長になり、４月

に２回目の説明会、７月の上旬に３回目の説明会が実施された。基本的な軸としては

同じような内容の話をしていくが時期により、少し内容を変えていきながら伝えている。 

就学説明会では、教育支援委員会の希望について、直近では７月までに希望を出す

ように伝えている。年が明ける１月になると学級編成が始まるので、年内に方向性を

決めてもらうように話をしている。 

「ライフサポートファイル」は、先日３回目の就学説明会で、チラシを就学前のものと 

就学後のものを配布した。今から始めていただき、学びの場が決まり、入学後の支援

を考えていく際にも活用していただきたいという思いで、２種類を配布した。 

 

【真鍋 健 会長】 

就学説明会に、習志野特別支援学校からも教員の方が出向かれているのか。 
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【川嵜 洋子 委員】 

就学に関しては、習志野特別支援学校は県立なので別組織になる。まず、習志野

市の教育支援委員会で、お子さんの適切な就学先について、特別支援学校というこ

とになれば、次は県主催の教育支援委員会で審議になり、最終判断を行うという形に

なる。 

 

【田村 光子 副会長】 

自分の子どもが習志野市で特別支援学級に通っている。当事者で１年生に当たる

が、実際、説明していただいた支援を受けている。習志野市の場合は就学説明会を３

回開いている。年中から、就学について説明を受けられる市町村は少ないので、年中

の段階で説明会を受けられるということをこれからも続けていただきたい。年長の段

階の説明会は、広報で周知されており、誰でも参加できる。例えば、父母だけでなく、

祖父母や関係者の方にも声かけがなされている。ＱＲコードでの申込みも当事者とし

ては、非常にいい取り組みだなと感じている。関係者も多くいる中で、様々な家族や

子どもを支える説明会は非常に必要なことだと思うので、ぜひ積極的に続けていただ

きたい。 

「ライフサポートファイル」の件に関しては、保育園でも、ファイルを持っているかと

の声掛けがあり、早い段階からチラシを配っていた。ただ、今は働くお母さん達が多

い中で、ファイルを作成することが難しくなっているというのが実情である。ファイルの

作り方や、どのようにやるといいのかというのを、今の「ライフサポートファイルつくろう

会」の方でも検討している。当事者の声と市の方が連携し合えたら一番いい。より進

んでいくように協議会でも協力をしていきたい。 

 

【川嵜 洋子 委員】 

小学校サイドからすると、１年生になる前に、いかに幼児教育で丁寧な指導支援を

受けてきたかというのは、毎年１年生を見ていて思うところである。反面、療育をあま

り受けてなかったお子さんも、こんな力があったと驚く。元々力があるお子さんは、短

期間でぐっと伸びるので、もっと早くから療育を受けていればと残念さも半分感じてい

る。早期の指導支援というのは非常に大事なことは承知の通りだと思う。そういった

意味で、本校では、幼稚園からの相談もやらせていただいている。ここ数年は、幼稚

園からの依頼や相談があり、コーディネーターが対応している。このような形で、各就

学援助の機関等での啓発や研修などが進んでいくと、子どもたちへの対応を保護者

の方とも連携しながらやっていくことができ、早くからの適切な教育のスタートなる。こ

れからも続けてほしい。 

 

【真鍋 健 会長】 

就学、学校の先生や保育者の方が様々な研修を受けているということ、地域の障

がい理解のことなどが話題に上った。サポートネットワーク会議でも話題に出たという

ことだが、お子さんを今まで一番近くで見守られた立場の保護者として、意見をいただ

きたい。 
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【田村 光子 副会長】 

きらっといっぽの会の皆さんは、ポスターの掲示に大変ご尽力いただいている。自

分が働いている千葉市から習志野市に帰ってくると、銀行からスーパーに至る多くの

ところで、このポスターを掲示している。習志野市の対応が当事者としてはとっても心

があたたかくなる。ポスターも掲示など温かく支援をしている市であるということを、同

じようにアピールし続けていけるようにご協力いただきたい。 

 

【真鍋 健 会長】 

ただいまの協議を振り返ると、前半の今後の方向性については、まず第１にはこど

も部を中心に進めている支援事業計画と、次期こども計画との整合性をいかに保つ

かをこれから進めていく。また、こちらの発達支援施策推進に向けた３ヵ年の計画の

整合性をどのようにつけていくかといったところは１つの課題となるので、確認してい

ただきたい。 

発達支援施策一覧表については、支援者のまとめ方、地域で生活していくというと

ころで当事者の立場にたったわかりやすいまとめ方をするのはどうか。無理に１つに

まとめるのではなく、別の形でもいいのかなと思う。この習志野市こども発達支援施

策一覧表をどのように提示するかということについても、協議をしていただきたい。ラ

イフステージ（乳幼児期、幼児期、学童期、思春期など）の１つの区切りというところ、

或いは行政の中での区切りというところを、支援者の立場としては１個１個それぞれ

の組織や特定の時期にあたるが、どのようにつなげて見ていくのかが必要である。子

どもたちと一緒に生活していく上では、それぞれが繋がっているので、線が引かれて

いる区切りに注目をしていただきたい。キーワードは連携だと思うが、重点的に見て

いただきたい。 

２つ目のサポートネットワーク会議の協議内容については、同じく多岐にわたり話

題に上ったが、子どもたちを温かく見守り、子育てをしていくために、今動かれている

様々な方がよりよく進めていくためには、どのようなことが必要なのか、特に就学のこ

となどを含め、引き続き進めてほしいという意見が出た。ただいま出された様々な意

見等を今後の取り組みに生かし、施策の方にしっかりと反映していただきたい。 

最後にその他として事務局の方から連絡等があればお願いしたい。 

 

【事務局（ひまわり発達相談センター主任指導員）橋詰 信一郎 】 

今後のスケジュールについてお知らせする。第２回目の習志野市市民協働こども

発達支援推進協議会は、令和７年の１月２７日月曜日、１４時から１６時まで、サンロ

ード津田沼６階大会議室で開催予定となる。次回の会議開催に際し、１点お伝えした

い。例年、２回目の会議において、ひまわり発達相談センターの評価部会を実施して

いたが、今年度から、１年間の事業実施内容に対する評価とするため、次回の会議

では評価部会を開催せず、令和７年度の第１回会議で実施することとなった。 

資料１２公開講座のチラシについて説明する。ひまわり発達相談センターで実施し

ている発達支援研修公開講座の案内になる。令和６年８月８日木曜日に実施する。タ

イトルは「子ども主体の多様な子育て、発達支援が豊かな地域を創る」になる。時間

は午後１３時３０分から１５時３０分まで。場所は習志野市民ホールにて開催する。講

師は、一般社団法人全国児童発達支援協議会理事で公認心理師の光真坊浩史氏。
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講演会では、子育て、保育、教育の視点から、すべての子どもの発達支援、家族支

援、地域支援とは何かを考える一助とする。ぜひご参加、お声掛けをよろしくお願いし

たい。事務局からは以上となる。 

  

【鷲見 高志 委員】 

第４回、ふれあい音楽祭についてご案内したい。第１回目から、きらっといっぽの会

のポスターを会場に貼っており、９月１５日に開催する。市の高齢者ふれあい元気事

業でもあり、多くの町内会でも回覧している。入場無料なので、時間があれば参加し

ていただきたい。ふれあい音楽祭については、１回目と２回目は、習志野文化ホール

を借りた。文化ホールは閉館したので、千葉工業大学の講堂を借り、約５００名の収

容で行う。 

また、津田沼北部地区の上期、下期の活動をまとめた機関紙を一緒に配布したの

で、お読みいただきたい。 

 

【真鍋 健 会長】 

最後に佐々木こども部長よりご挨拶したい旨があり、これを許可する。 

 

【こども部 部長 佐々木 博文】 

委員の皆様が様々な立場から、本市の発達支援策について大変貴重なご意見を

多数いただき、感謝申し上げる。 

本市では子ども・子育て支援事業計画の基本理念、「子どもの健やかな成長をみ

んなの優しさで支えるまち習志野」に基づき、これまで各事業を実施してきた。子ど

も・子育て支援事業計画については、次期計画（仮称）習志野市こども計画に引き継

ぎ策定を進めているところである。本協議会においては、ソーシャルインクルージョン

の理念に基づく発達支援施策の推進についてご協議をいただいたことを、一人一人

の状況に応じた計画的な支援、そして家族への支援体制の強化、子どもに関わる支

援者との連携等につなげていきたい。次期計画等と今回議題となった事項の整合性、

地域との関わりという部分の指摘等があったが、現行計画でも地域力を非常に重く扱

っており、次期計画に反映していきたいと考えている。今後とも本市の発達支援の推

進、そして共生社会の実現に向けて、ご尽力いただきたく、お願い申し上げる。 

 

【真鍋 健 会長】 

以上をもって、令和６年度第１回習志野市市民協働こども発達支援推進協議会を

閉会する。 

 

 

 

 

 

 

 

 


